
公民館運営補助金
加茂　　　64,000円　　　三庄　　　48,581円　　　西庄　　　48,000円　　　絵堂　　 8,338円
毛田　　　47,229円　　　黒長谷 　24,000円　　　大藤　　　48,000円

備　 考

項 5 社会教育費 目 2 公民館費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 9 教育費

  うち繰越分↓
336,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 272,882

  うち繰越分↓
288,148

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

336,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 272,882
  うち繰越分↓

288,148

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

運営補助金
①東みよし町補助金交付規則に従い交付申請の提出を受ける。
②審査後、交付決定をし、補助金を交付する。
③事業終了後には、実績報告書の提出を求め、補助金確定をする。
　加茂　　　64,000円
　三庄　　　56,000円
　西庄　　　12,000円
　絵堂　  　28,882円
　毛田　　　48,000円
　黒長谷 　24,000円
　大藤　　　40,000円

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　各公民館が本質的な運営、活動を行うことができた。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

加茂・三庄・西庄・絵堂・黒長谷・毛田・大藤公民館 対 象 者 7館

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　公民館活動の運営等補助を行い、地区活動の活性化を図るための支援及び生涯学習活動の場の確保
を図る。

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 ２　生涯学習社会の確立 所 属 長 岸本 利則

主な施策 １　生涯学習関連施設の整備充実 電話番号 79-3217

第２次
総合計画体系

政策目標 ２　豊かな心を育むまち 担当部署 生涯学習課

根拠法令等 社会教育法　東みよし町公民館条例　東みよし町公民館使用条例　東みよし町公民館運営規則

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 公民館運営補助金交付事業 整理番号 1314-012

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


